
令和８年度 沼田町監査計画 

 

沼田町監査基準に基づき、令和８年度に実施する監査計画を次のとおり定める。 

 

令和８年４月１日 

 

沼田町監査委員  高 田   勲 

沼田町監査委員  長 野 時 敏 

 

第１ 基本方針 

 公正で合理的かつ能率的な行政運営確保のため、違法、不正の指摘にとどまらず、

指導に重点をおいて監査を実施し、もって、町行財政運営における適法性、効率性、

妥当性の確保を期するものとする。 

 また、事務事業の執行が予算及び議決並びに法令等に基づいて行われているかに

留意し、実施するものとする。 

 

第２ 監査の実施 

 監査の種類・対象・期間などは以下のとおりとする。なお、各監査の実施計画は

別途協議の上決定する。 

 

（１）財務監査（地方自治法以下「法」という。）第１９９条第１項） 

財務に関する事務及び経営に係る事業の管理が法令に適合し、正確で、最小の

経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか

監査すること。適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施する。 

 

ア 定期監査（法第１９９条第４項） 

     年間１回以上期日を決めて実施する。（全課） 

     ○実施時期 ２月上旬 

 

  イ 随時監査（法第１９９条第５項） 

     監査委員が特に必要と認めたとき、定期監査に準じて実施する。 

 

（２）行政監査（法第１９９条第２項） 

事務の執行が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるように

し、その組織及び運営の合理化に努めているかを監査すること。 

○定期監査、随時監査、例月出納検査の際に補完的監査として実施する。 

 



（３）財政援助団体監査（法第１９９条第７項） 

団体の運営若しくは、育成助長等のための補助金、交付金を支出している団体

に対し、当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が、適正かつ効率的に

行われているかどうかを主眼として監査する。 

 

ア 補助金等支出団体 

監査委員が必要があると認めるとき又は町長の要求があるときは、財政

援助を与えているものの出納その他の事務の執行で、当該財政援助にかか

るものを監査する。 

イ 公の施設の指定管理監査 

指定管理者及び所管課による指定管理選定事務、指定管理者の会計事務、

施設管理及び管理内容について実施する。【別紙１：年次計画表】 

 

対象施設 実施時期 

デイサービスセンター 

観光情報プラザ 

駅前多目的広場 

農産物共同利用予冷施設 

米穀低温貯留乾燥調製施設 

高品質堆肥製造施設 

農産加工場 

旭町ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 

共成地区ｺﾐｭﾆﾃｲｾﾝﾀｰ 

東予地区ｺﾐｭﾆﾃｲｾﾝﾀｰ 

９月下旬 

※実施時期は、指定管理者等の都合により変更することがある。 

 

（４）例月出納検査（法第２３５条の２第１項） 

  会計管理者及び企業管理者の保管する現金の残高及び出納関係諸表等の計数の

正確性を検証するとともに現金の出納事務が適正に行われているかを主眼として

実施する。 

○対 象 

   ・一般会計 

・特別会計（養護老人ホーム・特別養護老人ホーム・高齢者グループホー

ム・介護保険・国民健康保険・後期高齢者医療） 

・水道事業会計 

・下水道事業会計 

  ○実施時期 毎月末日までに実施する。（条例第５条） 

（実施月の前月に決定する。） 

 



（５）決算審査（法第２３３条第２項及び公営企業法第３０条第２項） 

決算その他関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行又は事業

の経営が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施する。 

○対 象 

   一般会計・特別会計（６会計）・水道事業会計・下水道事業会計の令和７年度

決算 

○実施時期  ７月下旬～８月中旬 

※町長等へ報告し、町長より町議会第３回定例会において認定に付す。 

 

（６）基金運用状況審査（法第２４１条第５項） 

基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が

適性かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施する。 

  ○実施時期  決算審査に併せて行う。 

 

（７）健全化判断比率等の審査（地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条

第１項及び第２２条第１項） 

  健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した

書類が法令に適合し、かつ正確であるかを主眼として実施する。 

  ○実施時期  決算審査に併せて行う。 

 

第３ 監査等の実施体制 

監査委員及び事務局職員により関係課等からの調書及び関係帳簿等の徴取により、

監査委員により書面検査及び説明聴取を行い、必要に応じ実地検査を行う。



【別紙１】                                                        R8.3.26 

○沼田町指定管理者の監査年次計画表（案）（令和８年度） 

施 設 名 指定管理者 
指定管理 

期 間 
監査実施 

以前

監査 
R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 備考 

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 社会福祉協議会 
R4.4.1～ 

R9.3.31 ⑤ 

３年に 

１回 
R5   〇   ●    

沼田自動車学校 

交通教育研修ｾﾝﾀｰ 
沼田開発公社 

R5.4.1～ 

R10.3.31 ⑤ 
〃 R7  〇   ○   ○  

ｽｺｰﾚｾﾝﾀｰ（ほたる館） 

農業者健康管理施設 

幌新いこいの森公園 

㈱第一寶亭留 

（R5～） 

R5.4.1～ 

R10.3.31 ⑤ 
〃 R7  〇   ○   ○  

観光情報ﾌﾟﾗｻﾞ 商工会 
R8.4.1～ 

R13.3.31 ⑤ 
〃 R5   〇   ●    

駅前多目的広場 商工会 
R8.4.1～ 

R13.3.31 ⑤ 
〃 R5   〇   ●    

農産物共同利用予冷施設 
米穀低温貯留乾燥調製施設 

高品質堆肥製造施設 

ＪＡ北いぶき 
R8.4.1～ 

R13.3.31 ⑤ 
〃 R5   〇   ●    

農産加工場 
ｺｰﾐ北のほたる 

ﾌｧｸﾄﾘｰ㈱ 

R8.4.1～ 

R13.3.31 ⑤ 
〃    〇   ●    

沼田厚生ｸﾘﾆｯｸ 北海道厚生連 
R8.4.1～ 

R18.31 ⑩ 
〃 R6 ○   〇   〇   

旭町ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 旭町町内会 

R3.4.1～ 

R13.3.31 ⑩ 

５年に 

１回 
R3 ○     ●    

共成地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 共成行政区 〃 R3 ○     ●    

東予地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 東予行政区 〃 R3 ○     ●    

高穂地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 高穂２行政区 〃 R4  〇     〇   

中央地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰｰ 中央行政区 〃 R4  〇     〇   

緑町ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 
緑町ふれあい会館

管理協議会 
〃 R4  〇     〇   

暮らしの安心センター 社会福祉協議会 
R7.4.1～ 

R12.3.31⑤ 

３年に 

１回 
        〇  

クラフトビール醸造所 ＬＡＳＴＬＡＮＤ 
R7.4.1～ 

R12.3.31 

〃 
        〇  

 


